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函 館 公 共 職 業 安 定 所  発 表 

令 和 ４ 年 １ ２ 月 ２ ７ 日 （ 火 ） 

 

 

令和４年 障害者雇用状況の集計結果 

（令和４年６月１日現在） 

 

厚生労働省では、障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、身体障害者、知的障害者及び精

神障害者（以下「障害者」という。）の雇用義務がある事業主等から、毎年６月 1 日現在における

障害者の雇用状況についてハローワークへの報告を求めています。 

函館公共職業安定所管内の令和４年６月１日現在における「障害者雇用状況」集計結果をこのほ

ど取りまとめましたので、公表します。 
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函館公共職業安定所 

所     長  渡辺 康広 

雇用開発部長   中嶋 真理子 

電話（０１３８）８８－１３１７ 

 

 

法定雇用率適用区分 

 

法 定 

雇用率 

実雇用率 法定雇用率達成割合 

函館 北海道 全 国 函館 北海道 全 国 

民  間  企  業 
％ 

２．３ 

％ 

２．２６ 

％ 

２．４４ 

％ 

２．２５ 

％ 

５３．１ 

％ 

５１．３ 

％ 

４８．３ 

地 方 公 共 団 体 の 機 関 
％ 

２．６ 

％ 

２．６０ 

％ 

２．５０ 

％ 

２．６７ 

％ 

８９．５ 

％ 

６８．５ 

％ 

７６．５ 

独 立 行 政 法 人 等 
％ 

２．６ 

％ 

２．５６ 

％ 

２．５４ 

％ 

２．７２ 

％ 

１００．０ 

％ 

６３．６ 

％ 

８０．０ 

Ⅰ 概     要 

Press Release  
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◎ 集計結果のポイント 

【 管内民間企業(４３．５人以上規模の企業) 】（法定雇用率２．３％） 

○ 集計企業数は２７３社（対前年比 1.5％、4社増加） 

○ 雇用率の算定基礎となる対象労働者数は３４，０２１．５人（対前年比 0.1％、28.0 人減少） 

○ 雇用されている障害者の数は７６９．５人（対前年比 2.0％、15.0 人増加） 

○ 実雇用率は２．２６％ （対前年比 0.04 ポイント上昇）  

○ 法定雇用率達成企業の割合は５３．１％ （対前年比 0.7 ポイント上昇） 

 

【公的機関】(法定雇用率２．６％) 

○ 地方公共団体等の公的機関数は１９機関 

○ 雇用率の算定基礎となる対象職員数は６，２００．０人（対前年比 1.4％、84.0 人増加） 

○ 雇用されている障害者の数は１６１．０人（対前年比 1.8％、3.0 人減少） 

○ 実雇用率は２．６０％（対前年比 0.08 ポイント低下） 

○ 法定雇用率達成機関の割合は８９．５％（対前年比 5.2 ポイント低下） 

 

【独立行政法人等】（法定雇用率２．６％） 

○ 実雇用率は２．５６％（対前年比 0.09 ポイント低下） 

○ 法定雇用率達成機関の割合は１００％（対前年変動なし） 
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第 1 表 民間企業における雇用状況 

 

 

区 分 

 

① 

対象 

企業数 

 

② 

達成 

企業

数 

 

③ 

対       象     

労 働 者 数 

       

 

④ 雇用障害者数   ⑤ 

実雇用 

率 

 

 

⑥ 

雇用

率達

成企 

業割

合 

Ａ 

重度身体

障害者及

び重度知

的障害者 

 

 
 

Ｂ 
重度身体

障害者及

び重度知

的障害者

である短

時間労働

者 

 

Ｃ 

重度以外

の身体障

害者、知

的障害者

及び精神

障害者 

Ｄ 
重度以外

の身体障

害者、知

的障害者

及び精神

障害者で

ある短時

間労働者 

Ｅ 

  計 
Ａ×２＋Ｂ＋

Ｃ＋Ｄ×0.5 

 

 

   (人) (人) (人) (人) (人) (人) (％) (％) 

函 館 

4 年 273 145 34,021.5 128 22 425 133 769.5 2.26 53.1 

3 年 269 141 34,049.5 120 22 425 135 754.5 2.22 52.4 

北海道 

4 年 3,928 2,015 666,021.0 2,753 500 9,000 2,457 16,234.5 2.44 51.3 

3 年 3,889 1,950 663,996.0 2,693 492 8,761 2,212 15,745.0 2.37 50.1 

全 国 

4 年 107,691 52,007 27,281606.5 125,433 17,969 317,201 55,844 613,958.0 2.25 48.3 

3 年 106,924 50,306 27,156,780.5 124,508 18,003 304,060 53,414 597,786.0 2.20 47.0 

注）  １  ③欄の「対象労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数(身体障害者、知的障害者及び精神障害者が就業することが困難であると認められ

る職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数)を除いた法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数である。 

    ２ ④Ａ欄の「重度身体障害者及び重度知的障害者」については法律上、１人を２人に相当するものとしており、Ｅ欄の「計」を算出するにあたりダブ

ルカウントを行い、Ｄ欄の「重度以外の身体障害者、知的障害者及び精神障害者である短時間労働者」については法律上、１人を0.5人に相当するも

のとしており、Ｅ欄の「計」を算出するにあたり0.5 カウントを行っている。 

     ただし、精神障害者である短時間労働者であっても、以下の注４に該当するものについては１人分とカウントしている。 

３ Ａ及びＣ欄は１週間の所定労働時間が30時間以上の労働者であり、Ｂ及びＤ欄は１週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者である。 

４ Ｃ欄の精神障害者には、精神障害者である短時間労働者であって、次のいずれかに該当する者を含む。 

① 通報年の３年前の年に属する６月２日以降に採用された者であること 

② 通報年の３年前の年に属する６月２日より前に採用された者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること 

５ Ｄ欄の精神障害者である短時間労働者とは、精神障害者である短時間労働者のうち、注４に該当しない者である。 

第２表 障害者実雇用率の推移
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Ⅱ 民間企業における雇用状況 
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(１)障害種別の雇用状況 
 

雇用されている障害者の数を障害種別でみると、身体障害者数は 444.5 人で、前年比 1.0％(4.5 人)減、

知的障害者数は 243.5 人で、同 1.0％(2.5 人)減、精神障害者数は 81.5 人で、同 37.0％(22.0 人)の増とな

っている。 

 

第３表 障害種別の雇用状況 

 

区分 

 

 

①障害

者の数 

②身体障害者の数 ③知的障害者の数 ④精神障害者の数 

Ａ 

重度
身体
障害

者 

Ｂ 

重度
身体
障害

者で
ある
短時

間労
働者 

Ｃ 

重度
以外
の身

体障
害者 

 

Ｄ 

重度

以外

の身

体障

害者

であ

る短

時間

労働

者 

Ｅ 

計 
Ａ×2＋Ｂ

＋Ｃ＋Ｄ

×0.5 

 

Ａ 

重度
知的
障害

者 
 
 

 

Ｂ 

重度
知的
障害

者で
ある
短時

間労
働者 

 

Ｃ 

重度
以外
の知

的障
害者 

 

Ｄ 

重度
以外
の知
的障
害者
であ
る短
時間
労働
者 

 

Ｅ 

計 
Ａ×2＋Ｂ

＋Ｃ＋Ｄ

×0.5 

Ａ 

精神
障害
者 

Ｂ Ｄ 

計 
Ａ＋(Ｂ－Ｃ)

×0.5＋Ｃ 

精神
障害

者で
ある
短時

間労
働者 

Ｃ 

Ｂの

うち

注)4

に該

当す

る労

働者 

 (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) 

函

館 

4年 769.5 108 19 194 31 444.5 20 3 158 85 243.5 51 39 22 81.5 

3年 754.5 100 19 212 36 449.0 20 3 159 88 246.0 42 23 12 59.5 

北

海

道 

4年 16,234.5 2,522 421 3,632 705 9,449.5 231 79 3,266 1,170 4,392.0 1,654 1,030 448 2,393.0 

3年 15,745.0 2,453 420 3,715 679 9,380.5 240 72 3,074 1,107 4,179.5 1,527 871 445 2,185.0 

全

国 

4年 613,958.0 103,362 13,369 128,909 17,531 357,767.5 22,071 4,600 86,372 22624 146,426.0 85,305 32,304 16,615 109,764.5 

3年 597,786.0 102,888 13,437 130,917 17,875 359,067.5 21,620 4,566 82,015 21,688 140,665.0 75,197 29,782 15,931 98,053.5 

 

注)  １  ①欄の「障害者の数」とは、②Ｅ、③Ｅ、④Ｄの計である。 

  ２ ②③Ａ欄の重度障害者については法律上、１人を２人に相当するものとしており、Ｅ欄の「計」を算出するにあたりダブル 

カウントを行っている。 

  ３ ②③Ｄ欄及び④Ｂ欄の短時間労働者については法律上、１人を 0.5 人に相当するものとしており、②③Ｅ欄及び④Ｄ欄の「計」 

を算出するにあたり 0.5 カウントを行っている。 

  ４ 精神障害者である短時間労働者であっても次のいずれかに該当する者については、１人分とカウントしている。 

    ① 通報年の３年前の年に属する６月２日以降に採用された者であること 

    ② 通報年の３年前の年に属する６月２日以降に採用された者で、同日以後に精神保健福祉手帳を取得した者であること 

  ５ ②③欄のＡ、Ｃ欄及び④Ａ欄は１週間の所定労働時間が 30 日時間以上を労働者であり、②③欄のＢ、Ｄ欄及び④Ｂ欄は１週 

間の所定労働時間が 20 時間以上 30 時間未満の労働者である。  
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(２)身体障害者の部位別雇用状況 

① 概況 

 

区分 

障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる種類別の身体障害者数 

視覚障害者 聴覚又は 

平衡機能障害者 

音声･言語・ 

そしゃく機能障害者  

肢体不自由者 内部障害者 身体障害者計 

民間企業 
人 人 人 人 人 人 

22  19  7 181  123  352  

 注)  令和 4 年度より集計 

 

 

 

② 企業規模別の雇用状況 

 

区分 

障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる種類別の身体障害者数 

視覚障害者 聴覚又は 

平衡機能障害者 

音声･言語・ 

そしゃく機能障害者 

肢体不自由者 内部障害者 身体障害者計 

43.5～ 

100 人未満 

人 人 人 人 人 人 

7  7  2  48  35  99  

100～ 

300 人未満 

      

6  5  2  66  56  135  

300～ 

500 人未満 

      

2  1  1  36  15  55  

 

500 人以上 

      

7  6  2  31  17  63  

計 

      

22  19  7  181  123  352  

注)  令和 4 年度より集計 
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（３）企業規模別の雇用状況 
 

実雇用率を企業規模別でみると、「100～300 人未満規模」が 2.47％と最も高く、次いで「43.5 人～

100 人未満規模」が 2.21％となっている。一方で、「500 人以上規模」が最も低く 1.98％となっている。 

 法定雇用率達成企業の割合は、「100～300 人未満規模」が 66.7％と最も高く、「500 人以上規模」が

最も低く 37.5％となっている。 

 実雇用率を前年と比較すると、「500 人以上規模」で低下し、それ以外の企業では上昇となっている。 

 また、法定雇用率達成企業の割合を前年と比較すると、「100～300 人未満規模」、「300～500 人未

満規模」の企業で上昇し、「43.5～100 人未満規模」、「500 人以上規模」で低下となっている。 

 雇用されている障害者数は、「43.5 人～100 人未満規模」で前年比 30.5 人増、「100～300 人未満規

模」で同 21.0 人増、「300～500 人未満規模」で同 6人増、「500 人以上規模」で同 42.5 人減、合計で

は同 15.0 人の増加となっている。 

 

 第４表 企業規模別の雇用状況 

 

 

区 分 

 

① 

対 象 

企 業

数 

 

② 

達 成 

企業数 

 

③ 

対       象     

労 働 者 数 

       

 

④ 雇用障害者数  ⑤ 

実雇用 

率 

 

 

⑥ 

雇用率

達成企 

業割合 

 

Ａ 

重度身

体障害

者及び

重度知

的障害

者 

 

Ｂ 

重度身

体障害

者及び

重度知

的障害

者であ

る短時

間労働

者 

 

Ｃ 

重度以

外の身

体障害

者、知

的障害

者及び

精神障

害者 

 

 

Ｄ 

重度以

外の身

体障害

者、知

的障害

者及び

精神障

害者で

ある短

時間労

働者 

Ｅ 

  計 
Ａ×２＋Ｂ

＋Ｃ＋Ｄ×

0.5 

 

 

   (人) (人) (人) (人) (人) (人) (％) (％) 

43.5～ 

100 人未満 

4 年 165 77 10,596.5 39 7 127 45 234.5 2.21 46.7 

3 年 160 83 10,263.5 35 5 118 22 204.0 1.99 51.9 

100～

300 人未満 

4 年 87 58 12,716.5 52 5 176 58 314.0 2.47 66.7 

3 年 85 49 12,178.0 45 6 159 76 293.0 2.41 57.6 

300～

500 人未満 

4 年 13 7 4,248.0 20 6 44 6 93.0 2.19 53.8 

3 年 15 5 4,608.0 18 4 43 8 87.0 1.89 33.3 

500 人 

以上 

4 年 8 3 6,460.5 17 4 78 24 128.0 1.98 37.5 

3 年 9 4 7,000.0 22 7 105 29 170.5 2.44 44.4 

合計 
4 年 273 145 34,021.5 128 22 425 133 769.5 2.26 53.1 

3 年 269 141 34,049.5 120 22 425 135 754.5 2.22 52.4 

注）第１表と同じ 
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（４）産業別雇用状況 
 

実雇用率を産業別にみると、「運輸業」が 3.11％と最も高く、次いで「製造業」の 2.57％となっ

ている。 

  法定雇用率達成企業の割合は、「運輸業」で 81.8％と最も高く、次いで「飲食店・宿泊業」の 70.0％

となっている。 

  実雇用率を前年と比較すると、「サービス業」、「その他」の業種で低下し、それ以外の業種では

上昇した。 

  また、法定雇用率達成企業の割合を前年と比較すると、「医療・福祉」、「サービス業」、「その

他」の業種で低下し、それ以外の業種では上昇した。 

  雇用されている障害者数は、「サービス業」、「その他」の業種で低下し、それ以外の業種では上

昇した。 

 第５表 産業別の雇用状況  

 

 

区 分 

 

① 

対 象 

企 業

数 

 

② 

達 成 

企業数 

 

③ 

対       象     

労 働 者 数 

       

 

④ 雇用障害者数  ⑤ 

実雇用 

率 

 

 

⑥ 

雇用率

達成企 

業割合 

 

Ａ 

重度身

体障害

者及び

重度知

的障害

者 

 

Ｂ 

重度身

体障害

者及び

重度知

的障害

者であ

る短時

間労働

者 

 

Ｃ 

重度以

外の身

体障害

者、知

的障害

者及び

精神障

害者 

 

 

Ｄ 

重度以

外の身

体障害

者、知

的障害

者及び

精神障

害者で

ある短

時間労

働者 

Ｅ 

  計 
Ａ×２＋Ｂ

＋Ｃ＋Ｄ×

0.5 

 

 

   (人) (人) (人) (人) (人) (人) (％) (％) 

製造業                                                                                                                             

4 年 63 40 6,376.5 28 2 104 4 164.0 2.57 63.5 

3 年 62 39 6,307.5 29 2 94 3 155.5 2.47 62.9 

運輸業 

4 年  22 18 2,006.5 15 0 31 3 62.5 3.11 81.8 

3 年 21 15 2,044.0 14 0 32 2 61.0 2.98 71.4 

卸 売 

小売業 

4 年 45 17 5,953.0 15 1 56 17 95.5 1.60 37.8 

3 年 42 15 6,051.0 13 3 53 17 90.5 1.50 35.7 

飲食店 

宿泊業 

4 年 10 7 1,015.0 2 1 14 5 21.5 2.12 70.0 

3 年 10 4 995.5 1 1 9 7 15.5 1.56 40.0 

医 療 

福 祉 

4 年 78 36 12,562.0 36 12 174 89 302.5 2.41 46.2 

3 年 74 35 12,275.0 32 12 151 76 265.0 2.16 47.3 

サービス業 

4 年 18 11 2,287.0 6 5 23 12 46.0 2.01 61.1 

3 年 16 13 2,130.5 6 3 44 22 70.0 3.29 81.3 

その他 

4 年 37 16 3,821.5 26 1 23 3 77.5 2.03 43.2 

3 年 44 20 4,246.0 25 1 42 8 97.0 2.28 45.5 

合計 
4 年 273 145 34,021.5 128 22 425 133 769.5 2.26 53.1 

3 年 269 141 34,049.5 120 22 425 135 754.5 2.22 52.4 

 注）第１表と同じ 「その他」は建設業、情報通信業、金融・保険業、不動産業、専門・技術サービス業、生活関連サ

ービス・娯楽業、教育・学習支援業、複合サービス事業 
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地方公共団体等の機関における雇用状況をみると、雇用されている障害者数は１６１．０人（対

前年３．０人減）、実雇用率は２．６０％となり、前年から０．０８ポイント低下した。 

 

法定雇用率２．６％が適用される機関の在職状況（概況）（各年６月１日現在） 

 注) １ ②欄の「対象職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当数（旧除外職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）

を除いた法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数である。 

２ ③Ａ欄の「重度身体障害者及び重度知的障害者」については法律上、１人を２人に相当するものとしており、Ｅ欄の「計」を算出するにあた 

りダブルカウントを行い、Ｄ欄の「重度以外の身体障害者、知的障害者及び精神障害者である短時間勤務職員」については法律上、１人を 0.5 

人に相当するものとしている。 

    なお、精神障害者は平成 18 年４月１日から実雇用率に算定されることとなった。また、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間勤 

務職員については平成 22 年７月１日から 0.5 カウントとして実雇用率に算定されることとなった。 

３ Ａ欄及びＣ欄は１週間の所定労働時間が 30 時間以上の職員であり、Ｂ欄及びＤ欄は１週間の所定労働時間が 20 時間以上 30 時間未満の職員 

である。 

    ４ ③Ｃ欄の精神障害者には、精神障害者である短時間勤務職員であって、次のいずれかに該当する者を含む。 

       ①通報年の３年前の年に属する６月２日以降に採用された者であること。 

       ②通報年の３年前の年に属する６月２日より前に採用された者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること。 

    ５  法定雇用率 2.6％適用機関とは、都道府県知事部局、都道府県機関（企業局、議会事務局、警察等）、市町村部局及び法定雇用率 2.5％適用機 

関である都道府県の教育委員会及び一定の市町村の教育委員会以外の市町村の教育委員会である。         

    ６ 全国の数値については、国の機関（行政・立法・司法機関）が含まれる。                                                               

区  分 

① 

機関数 

② 

対象職員数 
 

 

③ 障害者の数 

 

④ 

実雇

用率 

⑤ 

法定雇用

率達成機

関の数  

⑥ 

達成割合 

Ａ 

重度身

体障害

者及び

重度知

的障害

者 

 
 

Ｂ 

重度身

体障害

者及び

重度知

的障害

者であ

る短時

間勤務

職員 

 

Ｃ 

重度以

外の身

体障害

者、知的

障害者

及び精

神障害

者 

Ｄ 

重度以

外の身

体障害

者、知的

障害者

及び精

神障害

である

短時間

勤務職

員 

Ｅ 

  計 
Ａ×２＋Ｂ＋Ｃ

＋Ｄ×0.5 

 

 

 

 (機関) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (％) (機関) (％) 

函

 

館 

4 年 19 6,200.0 42 0 76 2 161.0 2.60 17 89.5 

3 年 19 6,116.0 39 0 84 4 164.0 2.68 18 94.7 

北

海

道 

4 年 222 79,252.5 545 37 824 59 1,980.5 2.50 152 68.5 

3 年 222 78,468.5 536 31 800 53 1,929.5 2.46 149 67.1 

全

 

国 

4 年 2,670 2,045,754.0 12,504 1,220 27,180 2,479 54,647.5 2.67 2,043 76.5 

3 年 2,683 2,030,303.0 12,385 1,239 26,061 2,096 53,118.0 2.62 1,952 72.8 

Ⅲ 地方公共団体等の機関における雇用状況 



 
 

 

裏面にも支援メニューがございます

障害者雇用のための
支援メニューのご案内事業主の

皆様へ

ハローワークでは採用の準備～採用後の定着まで、様々な支援を行っています。

• 同業他社の障害者雇用の事例などを元に、業務の切り出し・創設

• 社員研修（精神・発達障害者しごとサポーター養成講座）の実施

• 障害者雇用のイメージのための、特別支援学校の見学など各種イベント

のご案内 ※ハローワークにより実施時期や頻度は異なります

S T E P１ まずはハローワークへご相談を！

• 貴社の求人内容と応募者の障害特性を考慮したマッチング

• 労働条件や求人の記載方法についてのご案内・ご相談

• 受け入れの体制を整えるための情報提供

S T E P２ 受け入れ体制を整え、求人募集を開始

• 雇い入れ後にご利用いただける各種助成金制度（裏面参照）

• 各種支援機関と連携した定着支援

（地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校

などと連携した支援や、ジョブコーチ支援）

S T E P３ 採用・雇い入れ～そして定着へ

さらに詳しいご案内は
こちらからご確認ください

 



 
 

 

○雇入れのきっかけづくり（トライアル雇用助成金）

【障害者トライアル雇用】
安定所等の紹介により障害者を原則３ヶ月間雇用することにより障害に対する理解を深
めていただき、その後の常用雇用のきっかけづくりを進める制度です。

【障害者短時間トライアル雇用】
週10時間以上20時間未満の労働時間で、３～12ヶ月間雇用し、最終的に週20時間以上
の常用労働者となることを目指す制度です。精神障害者、発達障害者が対象です。

障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース

発達障害者や難病のある人を安定所等の紹介で雇用し、適切な雇用管理等を行っ
た事業主に助成を行います。

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

○雇入れに活用できる助成金制度（特定求職者雇用開発助成金）

安定所等の紹介により身体・知的・精神障害者を継続して雇用する労働者として雇
い入れた事業主に対して、賃金の一部に相当する額を助成する制度です。

特定就職困難者コース

障害者である労働者の職場定着を図るため
に、有期雇用等から正規雇用等のより安定
した雇用形態に転換した事業主に対して助
成する制度です。（問い合わせ先：労働局）

障害者正社員化コース

○職場定着に活用できる助成金制度（キャリアアップ助成金）

各助成金の支給額・支給
要件の詳細については、
お近くのハローワーク・
労働局へお問い合わせ

ください。

◇関係機関との連携した支援

障害者本人への就業に向けた相
談・支援のほか、事業所への障害
者の雇用管理に関する支援やジョ
ブコーチの派遣等を行っています。

北海道障害者職業センター

障害者の職場定着を図るためにジョブ
コーチが会社に出向き、障害者本人、事
業主等に支援を行います。

職場にて作業能率をあげる、作業ミスを
減らすための支援や障害に配慮した対

応方法についての助言・援助等を行い
ます。

ジョブコーチ（職場適応援助者）

就業及びそれに伴う日常生活上の支援を必要とする障害者や雇用している事業所に対し、事
業所への訪問などにより相談・助言を行います。

障害者就業・生活支援センター

札幌、石狩、旭川、函館、釧路、帯広、北見、小樽、伊達、苫小牧、名寄、岩見沢に設置しております。

札幌に本所、旭川に支所が
あります

 


